
 

第６回 福知山市入札制度改革等検討委員会 議事概要 

 

開催日時及び場所 平成２７年１０月２日（金） 

午後２時１５分～ 

市民交流プラザふくちやま３－２、３会議室（３階） 

出席委員名簿（職業） 
委員長  髙

たか

橋
はし

 行
ゆき

雄
お

（弁護士、現福知山市入札監視委員長） 

委 員  岸
きし

  道雄
み ち お

（立命館大学政策科学部教授） 

委 員  関根
せ き ね

 英爾
え い じ

（ジャーナリスト（元京都新聞論説委員）） 

委 員  松島
まつしま

 格也
か く や

（京都大学大学院工学研究科准教授） 

議事概要 １ 開会 

２ あいさつ（髙橋委員長） 

３ 議事 

 「公契約のあり方」 

（１）平成 26年度 入札・契約制度に関する取組みについて 

（２）適正な労働環境等の確保へ向けた課題の抽出と具体的な 

取組みついて 

 （３）課題解決に向けた制度設計について 

◇ 各委員から出された意見等を踏まえ、次回に持ち越し審議

することとした。 

委員からの意見・質問

とそれに対する回答 

意見・質問等 回答等 

別紙のとおり 別紙のとおり 
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（別紙）第６回入札制度改革等検討委員会 議事録 

意見・質問等 回答等 

「公契約のあり方」 

平成２６年度 入札・契約制度に関する取

組みについて 

◇予定価格の事後公表について３件実施し

たようであるが、入札の札の入り方につ

いて、従前と異なるようなことがあった

のか無かったのかどうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適正な労働環境等の確保へ向けた課題の抽

出と具体的な取組みについて 

◇課題ということ、取り組まれようとされ

ていることの方向性に異議はない。具体

的にどうするか、この後説明をいただけ

ると思うので、それを聞きたい。 

 

◇適切な労働環境の確保という中で、一番

の問題は労働条件であるが、賃上げ問題

はこの中に含まれているのか。 

 

 

 

 

札の入った状況ですが、結果を申し上げます

と土木一式の工事につきましては、税抜きの

最高予定価格が約２億６千万円と２億８千

万円の２件でした。こちらにつきましては２

億円以上ですので公募型指名競争入札とい

うことで、JV方式でやっています。結果的

には、それぞれ入札参加業者が８JVと７JV

でしたが、どちらの案件も落札者以外の JV

は最低制限価格未満ということで失格でし

た。落札業者は最高予定価格と最低制限価格

の間に応札がなされていたので、そちらが落

札という形です。 

建築一式の１件ですが、４JVの入札参加申

請がありましたが１者辞退があり、応札さ

れたのは３JVでした。落札業者以外の２者

が最高予定価格を上回る札でしたが、結果

的には１回の応札で落札業者が決定したと

いう状況です。 

 

 

 

 

具体的な説明をという事でしたが、具体的な

取組みの詳細につきましては今後の委員会

の中でお示しをさせていただきたいと考え

ておりまして、今回は考え方につきましてご

意見を伺いたいと考えております。労働条件

の賃金に係る分ですが、現在考えております

のは賃金についての項目を設定せずに労働

者の適正な労働環境を守っていく対策を考

えています。 
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◇方向性自体については特に問題なく、こ

のとおりだと思う。１点明確にしておき

たいと思ったのは、ここに書かれている

ことは極めて一般的なことで、これまで

も取り組まれてきたものであろうと思

う。今回審議すべき内容は、項目の内こ

の課題はこれまで充分でなかったのでこ

こを対応しようという話なのか、それと

も方向性としては取り組んできたが明文

化をして公文書という形で残すというこ

とを目指す、これまでやってきたところ

を文書化するというところが目的かとい

うところである。具体的な話は次回以降

という話であったが、もし前者の方であ

るならば具体的にこんな問題がこの中で

起こっているという話が必要となってく

ると思うし、そうではなくごく一般的な

話で体系化しましょうということであれ

ばその点については不要だと思うが、今

後どちらの方向で委員会として向かって

いけばよいのかということについてご示

唆いただきたい。 

 

◇では後者の方で良いか。 

 

◇基本的にはここで取り組もうとしている

課題は下請関係に関するものが多いと思

うが、実際に福知山市で発注している公

共工事などで重層的な下請関係が見られ

るとか、労働条件や労働者にしわ寄せが

くるような形で現実に生じているなど、

現実の調査はしているのか。 

 

 

 

 

福知山市としてこれまで入札・契約におきま

してやってきたことにつきましては、例えば

できるだけ市内業者へ発注をするという基

本方針も市内部では予算執行の中で職員に

周知がされているところです。ただ、市民な

り市内の商店の方、また企業の皆様に福知山

市の調達方針につきまして明文化したもの

でお知らせできていない状況ですので、それ

を明文化して、これまで議論いただきました

項目も含めまして、市の公契約の基本理念と

ともに市民の皆様にお知らせしていきたい

と考えておりまして、問題があったのでとい

うことではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そうです。 

 

この重層化の問題ですが、福知山市が発注し

ました工事の中で、小規模な工事、大規模な

工事があります。その中で特に金額が大きい

工事で土木一式工事、建築一式工事でいいま

すと建築工事が工種も大変多くありまして

重層化する傾向です。過去の施工体制や重層

化の状況を確認しましたが、今現在のところ

確認した案件では建築一式で３次下請程度、

土木一式でも２次から３次の下請状況です。

このことを市として施工体制の点検という

ことで下請の状況も把握してきているとこ
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◇しわ寄せということをどのように捉える

か、明確にして議論したほうが良い。京

都府あるいは亀岡市の取り組む要綱型と

あるが、基準となるものがやはり法令で

ある。つまり法令違反があるか無いかと

いうことに基づいて、それをしわ寄せか

どうかと判断するという理解で良いか。 

 

◇疑問に思うのは、労働条件等の問題が悪

影響やマイナス影響として働く人に及ん

でくる、これは考えてみると労働行政の

根本的、中核的な仕事の部分だと思う。

そのためのきちんとした法律も整備され

ており、労働基準監督署など役所の体制

も全て整っている。そうした中で公契約

に関わってそういう問題を改めて取り上

げる必要の意味がどこにあるのか、根本

的なところを議論しておく必要があると

思うがその点はどうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ろですので、重層化による下請へのしわ寄せ

防止という目的を持って福知山市としてど

のような制限をかけて行けば良いのかとい

うところを考えていきたいと考えています。 

 

企業活動の中で法令を守るということは発

注者も含め当然のことの中で、しわ寄せ防止

ということですので、例えば賃金に係りまし

ても最低賃金等がある、しわ寄せによってそ

れより下の金額になるというところを法と

あてはめますと法令に関係する部分という

ふうになってくると考えます。 

 

本来、労働行政と建設建築行政それぞれが持

つ権限の範囲の中でやるべきではないかと

いうことで、おっしゃるとおりだと思いま

す。ただ発注者責任というとどこまで関わっ

てくるのかというのが一つの問題としてあ

ります。もう一つは建設業界を取り巻く２

次、３次下請という重層的な環境の中で事業

が執行されているという２つの特殊性があ

ると思います。そうした中で発注者は元請と

の関係だけでやりますが、全体の工事に関わ

っている人全体をもう少し見るべきではな

いかという視点がありまして、発注者として

後は労働行政で全部やってくれというとこ

ろは非常にいきにくい部分があり、発注者と

受注者の間の関係を発注者としてどこまで

見ていくのかというところだと思います。実

態的に今違法行為があるというところは確

認できていませんが、過去の経緯から見てそ

ういうことが起こりやすい土壌にあるとい

うことは否定できない部分がありますので、

その土壌に対して担い手三法という国の品

質確保法等の法律改正が昨年６月に施行さ

れましたが、それは担い手をしっかりするた
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◇公契約の中に公契約規制のような形で労

働行政の分野と重複するようなものを取

り込んでいく傾向や限度についてご意見

をいただきたい。 

 

◇基準とするものが官と民で同じかどう

か、ここが一番基本であると思う。千葉

県野田市が最初に公契約条例を作った

が、賃金条項を設定し最低賃金よりも高

い下限報酬額について別途委員会を設け

てそこで決めることにしている。この方

式がかなり広まって今１０幾つの自治体

がこの方式を取り入れている。個人的な

考えであるが当初から違和感があり、公

契約の対象になった人のみが高い賃金の

下限額が適用され、それ以外の人は取り

残される構図ができる訳であるが、それ

をなぜ推進しているのだろうか。もし低

所得者が問題であるならば、遍く多くの

人が低所得者対策として対象にならない

とおかしい、公平ではないという考えが

ある。官と民同じ基準で何が適正かどう

か判断する。すなわち、判断基準は同じ

でないとおかしいというのが根本的な考

えである。 

 

◇今の流れからすると、最低賃金というこ

めにということがメインなのですが、やはり

労働環境をしっかり守っていくということ

が担い手としてしっかり育っていくという

環境を作るということもありまして、我々発

注者が関与しなくても良いとはなかなか言

い難い、そういう社会的要請もあるというこ

とで今回提案をさせていただているという

ことです。 

 

 

 

 

 

 

ご意見はもっともだと思います。非常に難し

いのは発注者の行政がどこまで関与するか

というところになってきます。一つは賃金に

しても労働行政にしてもそれぞれ決める場

が別にあり、そこで本来責任を持って決める

べきだということはまさしくそうだと思い

ます。そういう意味で賃金をどうこうという

ところでない提示をさせていただいていま

す。しからば何もしなくてよいのかという

と、業界特有の重層構造があるなど、過去に

はそういう問題もあったということなので、

発注者としてどこまでそれを言える立場な

のか、言える立場であればそれは言っておく

べきだということです。課題の中に契約の適

正化ということありますが、基本的に発注者

と受注者の間の約束ごとは甲乙の契約でし

かありえません。そうすると甲乙の契約の中

でさらに発展形で何か下請の方までの話が

できないのかどうかがあります。過去のこと

しかわかりませんが、契約だけでいくと行政

は当然元請とは正規の契約書を交わします

が、２次３次になると請書のような単に頼ん
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とはここで定めるわけではなく、一般的

な法律に則ってやり、それを監視してい

ただくということでいくのだろうと思う

が、そこであえてここで今話題になって

いる重層下請という問題を取り上げると

するならば、どんな対策が考えられるか

というと重層化をさせないのか、それを

受け入れた上で若干の高値の発注という

ことを許容するのかどちらかしかないと

いう事だと思うが、具体的な話は今日の

議論ではないと思うが、そのバランスを

どう考えるか非常に難しい問題であると

考える。 

 

◇大変難しい問題だと思う。賃金の話を聞

いたわけであるが、改めて今まで制度の

見直しに取り組んできたことを今後どう

いうように一つのものにまとめていくか

ということ、もう一つは新たな適正な労

働環境等を含めて２本柱にして１つの制

度化、それが条例なのか要綱なのか今後

の議論であると思うが、仮に賃金の問題、

労働条件の問題に触れて考えていくとい

うことならば権利義務に関わってくる話

であるので基本的に条例化が望ましいと

思うが、一番難しいのは最低賃金よりも

上乗せして設定して、はたしてそれがど

こまで地域の賃金や経済にプラス要因に

なったのか波及効果がよくわからない。

役所は税金を使って発注する、発注した

ものが少々高い、それが地域の他の契約

にも一定反映すればそれはそれで効果が

あるのだろうが、それがどうもよくわか

らない。しかも本来賃金というものは労

使関係で決めるのが基本であるので、そ

れをあえて行政が決めるとするならば、

だよと、わかりましたよということで、そこ

には何も労働条件で発注者と受注者の関係

が繋がっていないという問題はあったと思

います。そういう意味では平等な関係の契約

監理になっていない部分は素地としては無

いことはないのではないかなと思います。そ

ういう意味では契約関係をしっかり発注者

と元請、元請から１次下請、１次下請から２

次下請へとしっかりと発注者の意図が伝わ

るような契約関係でいわゆるしわ寄せとい

われるようなものができるだけ無いような

環境を作っていくべきではないかと思って

おりまして、どこまでできるのか、どういう

手立てがあるのかということを今回以降で

議論いただければと思っているところです。 
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やはりこの委員会という舞台もそうであ

るが労使を交えた別の舞台も設定して議

論する必要が本来あるというようにも思

う。さらに俗に言う同一労働、同一賃金

との関係、民間との関係もあるのでなか

なか難しいと思う。 

 

◇制度を導入しようとすると、必ずそのメ

リットの方と反対の裏の部分が出てくる

と思う。労働条件等について配慮をする

とやれば、それは企業にとっては取りも

直さず高い費用についてコスト要因であ

るので、そうすると入札制度でできるだ

け安い価格で良いサービスを提供しよう

という制度からすると矛盾がある。どこ

まで入札制度の中でそういう要素を取り

込んでいくのか、非常に矛盾した要素を

取り込みながら事を進めなければならな

いということだと思う。ありとあらゆる

裏腹な関係が出てきたり、お互いに全然

違う部署がその問題については自分らが

プロパーだというような役所もあった

り、契約の当事者関係があったりする。

そうすると非常に線引きが難しい。この

問題で市の側がいろんなガイドラインな

り、あるいは極端な場合条例化して介入

していくとすれば、どこまでが限度なの

か、それはどういうメリット、デメリッ

トがあるのか、よほど慎重に制度設計し

ないと何をやっているのだとなる。作っ

てはみたもののあまり役に立たないもの

しかできなかったなど非常に難しいこと

になると思う。この委員会で議論がなさ

れることになったからには、福知山市で

こういうことをなされるなら、中途半端

にならないような、法律全体の整合性か

 

 

 

 

 

 

 

使用者側、労働者側、公契約でありますので

納税者側と３者の立場での議論の場という

ところですが、今は入札制度改革等検討委員

会の中で議論をいただいているところでし

て、現在取り組もうとしていることにつきま

しては外部委員の皆様にお世話になってお

りますが、今後の展開については現在のとこ

ろ未定です。 

 

いずれにしてもこの場で議論いただいたこ

とと、これまでも改革の途中でやってきまし

たけれども直接の事業関係者へのヒアリン

グなどやっていきたいと思います。それを満

遍なくということは難しいかも知れません

が、ある一定意見のいただける大事なところ

はヒアリング等させていただきたいと思っ

ています。 
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ら見てもおかしくならないように、非常

に狭い落としどころを慎重に探らなけれ

ばならないとも思う。労働条件との問題

があるので当然雇用者側の企業、雇われ

る側の労働者、税金を払っている市民な

ど関係する幅広い意見を取り込んだ上で

いかなければならないと思う。より幅広

い議論、意見を取り込むような場を今後

考えておられるのかどうか。 

 

◇しわ寄せがわかりにくい。法令遵守とい

うことは当たり前のことである。これを

守らなかったらペナルティを科せられる

ということは当然のことで、それ以上に

法律要件を満たさないような場合はしわ

寄せになるのか。例えば最低賃金を下回

った実質賃金はしわ寄せというより法令

違反である。しわ寄せという定義がよく

わからない部分があるがどうか。 

 

 

 

◇そういう意味でのしわ寄せというのは、

今の経済情勢を見ても今後公共投資がど

んどん増えていくのかというとそういう

ことでもない、財政も非常に厳しいとな

れば、そういう意味でのしわ寄せはだん

だん一番弱いところへ行くということは

流れとして必然であり、そういうことを

防ぐために福知山市としての特性を踏ま

えて特色のある防止策が講じられるの

か、仕組みができるのかということがポ

イントではないかという感じもするが。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

的確な答えを持っているわけではありませ

んが、しわ寄せという言葉が通称そういう使

い方をされてきたということがあります。法

令違反かどうか判断が難しいですが、そうい

うようなところに行くような環境があると

いうことがあり、それをしわ寄せするという

ことではないかと解釈しており、特に定義が

あるなり、知っているわけではありません

が、法令違反もあるでしょうし、法令違反ギ

リギリのところでもあるでしょうし、という

ことだと思います。 

 

ダンピング対策もさることですが、これだと

必ず効きますという対応策がなかなか難し

いと思います。色々な策を組み合わせた上で

それを防止する、または良い方向に誘導して

いくということしかないと思っています。最

初の議論に戻ってくるのですが、そもそも何

か対策が出たときに誰がまず手を打たなけ

ればいけないところの対策なのですかとい

うところに戻ってくる部分があります。行政

が発注者としての責任ということになると、

少なくとも契約関係の中でしっかりと、例え

ば労働環境法令を守りなさいということを

常に言っていく、それを履行確認する、その

関係が建設業の特殊性である重層的な下請
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◇適正と不適正という言葉があるが、適正

というのは何をもって適正かと判断する

のですかということが一番ベースにあ

る。適性を判断する基準は法令ですねと

言ったが、法令以外をもって主観的に適

性か適正でないか判断することは難しい

と思う。例えば元請から下請に出す、そ

の段階で中を取る、中抜きというが非常

に低い価格で出して、またそこから低い

価格で出して、それ自体をしわ寄せと捉

えてもっと高い価格で出さなければダメ

ではないかという指導ができるだろう

のところまでしっかりと行き渡って、発注者

が元請に対してチェックする、当然元請は次

の下請に対して契約内容を担保する、それが

最終的には発注者が元請、下請の重層的な企

業に対しても担保する。請負契約は発注者と

元請しか規定できません。次へどうして出る

かということが問題なので、そこでも工夫を

どうするかというと同じような契約書を元

請と１次下請が取り交わす、１次下請が２次

下請と取り交わすということをずっともっ

てきて最終的に発注者の意向が伝わるとい

う、そういう形にしていかないと１次下請、

２次下請に対して、発注者はなかなか責任を

負えないことになっていますので、そこで元

請の責任をより広くもって行くという、行政

ができる限界もあるかと思いますが、契約書

をたどっていく中でカバーしていく、その繋

がりの中で捕捉しきれないところがあると

思うので、どうしようもない時には駆け込み

寺のような形の相談窓口で受けて、聴いた中

でおかしいと思えば然るべき所管のところ

で連携してやっていくべきという形でもっ

ていくしかないと思っています。 
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か。法令違反ではないのでそれはできな

い。そこで低い価格で下請に出したとな

ったときにそれが労働者にしわ寄せが行

く、しわ寄せということは低い賃金であ

る、低い賃金であっても結局は最低賃金

をクリアしている限りは低すぎるという

事は基準をもって言うことができないは

ずである。そうしたときに何をチェック

していくか。よくある話が長時間労働で、

３６協定でどこまで認め、個人の場合は

別だが、会社として３６協定があるなら

ばそれを超えた残業をさせているという

ことはチェックする価値はあるのかもし

れない。発注者責任と言ったときに法令

以外のことをもって適正か適正でないか

判断することが難しいという点は確認し

ておく必要がある。 

 

◇下請に対して元請が適切な契約を結んで

労働環境や労働者の権利関係などをきち

んと遵守しているかということをチェッ

クして、できればその２次、３次という

形で末端までいくんだということになる

と、それをいつの段階で誰がチェックす

るのか現実の問題がある。そういうもの

をいちいち市が発注者として個々の契約

関係について全てチェックするというこ

とは不可能であり、そのコストはいった

い誰がどこで支払うべきものなかという

議論も当然必要になると思う。そうなる

と現実的な対応として何が可能なのか非

常に難しい。でき得るのは法令関係の遵

守事項を元請に対してやる、あるいはそ

の労働法制上定められたレギュレーショ

ンをきちんと守っているかどうか書類な

どのチェックをする、これはおそらく今

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どこまでのことができるのかということが

あります。それぞれの場で決められることは

あると思います。アナウンス効果ではダメな

のではとお話がありましたが、我々としては

しっかりと入札・契約制度に労働環境も含め

てこういう考え方ですよということをしっ

かりまとめて、業者の方、市民の方、議会の

方に市の姿勢を示すということで非常に重

要なことだと思います。それであれば条例化

をしなくても大綱でもいけるということだ

と思います。その次に条例化してまでやると

ころは何が踏み込めるのかという次の段階

になってくるので、お話があったように行政

としてすべきことなのか、それぞれの労使の

話や最賃法の関係や労基局のことがありま

すので、それぞれの役割でやっていただくと

いうことのほうが良いと思います。特に条例

になりますとおそらく賃金の話が出てきま
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もされていると思うが、それを超えてど

ういうことをやっていくのか。例えばき

ちんとやるようにということを市の側が

いろんな形でガイドラインをアナウンス

しても、結局アナウンス効果しかないと

いう話になってしまうと何のために作っ

たのかということになると思う。何が適

正か、何がしわ寄せかという根本の問題、

実際にどうやってチェックしていくの

か、どこに有効性が担保されるのか非常

に困難な問題もある。福知山市がどうい

う方向性でという事は当然検討すべき課

題と思うので検討していくべきだと思う

が、具体的に、例えば条例化を考えてい

る、あるいは契約大綱のような形でガイ

ドラインを示すような方向性を考えてい

るのか、大きな方向性というものは既に

持っていると思うが、そういうことを踏

まえていかないと具体的な議論の中身が

抽象論のオンパレードになり、結局まと

まりのない論議になるかと思うので大き

な見通しを冒頭に示しておいていただけ

るとありがたい。 

 

◇こういう問題を議論するとどうしても具

体的にどうするかというところが頭にな

いと抽象論に走ると思う。 

 

 

問題解決に向けた制度設計について 

◇条例制定している自治体の波及効果など

を掴んでおられるところはあるか。 

 

 

 

 

す。賃金自身は労使で決まることや同一労

働、同一賃金の問題など、格差が出てくるこ

と自体がいかがなものかと思いますので、ま

た議論いただきますが基本的には条例まで

いかなくても要綱でしっかり実効性のある

労働環境の確保にまず取り組むべきではな

いかと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

波及効果のところまでは把握できておりま

せん。ただ先進自治体におきまして賃金台帳

の提出などを求めておられます。その中で事

務が大変だということは伺っております。そ

れが市内の経済や労働者にまでどのように

波及したかということは把握しておりませ
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◇先進自治体としてはこうだということは

参考にすべきだと思うが、個別の自治体

や場所などによって本当に解決すべき課

題は違っているのではないかという気が

する。例えばある自治体では最低賃金を

満たさないようなものがよくチェックに

引っかかっているからこういうふうにや

っているなど、やはり押し並べて幅広く

網をかけるというよりは何か特定のター

ゲットを見るためにあえて条例でやって

いるなど、そのような話がある気がする

が、そういった観点で、今回福知山市で

これをやろうとする意義は、これまでの

議論からすると具体的に目立った問題は

ないけれど素地を防ぎたいというような

発言だったと思うが、そうであるならば

ここをということにまで踏み込めないと

思う。 

 

◇大綱にしても条例にしても一旦作ると、

例えば公共工事は災害復旧など急を要す

る工事、東京オリンピックや東日本の震

災の復興需要など非常に建設労働を逼迫

してくると、最低賃金のことなど、そん

なやかましいことを言うならこんな仕事

はもういらないとなり、仕事も発注でき

ないような影響があるかもしれない。中

期的な価値判断と同時に現実に起こりう

る異常な事態に対して、どういうふうに

対処していくのか、大綱や条例を作って

もそんなことを言っている場合ではない

ことも当然考えていく必要もあるだろう

し、非常に幅広い視野からどうやってい

くのか、漏らさずに考えていく必要があ

ん。 

 

今回やろうとしているのが、これまでやって

きた契約関係と労働環境まで整理をして表

に出そうということなので、それはそれで福

知山市としてこういう考え方をしています

ということで出させていただきたいと思っ

ています。ただ、さらに規制をかけてどうこ

うということになりますと、また個別の議題

として、それはそれなりの位置づけの仕方を

していかなくてはと思います。全般的なこれ

までの検討及び労働環境、それから国等で言

われている課題についてはこう考えますよ

というところのアナウンスはしていきたい

ということです。 

 

 

 

 

 

 

ご意見を踏まえて今後検討させていただき

ます。 
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ると思う。実際に今下請企業でも福島あ

たりだと発注して４次、５次、６次と下

請に仕事がいく、それも必要があってど

うしても仕事や業態の関係上全国から人

を集めるためにそうならざるを得ない、

必ずしも下請が重層するから一概に悪い

とは言えない。現実に起こっている問題

に対処するためにはそれしかないからな

っていると思う。市の工事でも災害復旧

で厳しい状況になってきた時にどうなる

のか、公契約条例あるいは大綱でレギュ

レーションを決めて、皆やってもらわな

ければ困ると悠長なことを言っていられ

ないなど、現実に起こる仕事をさばく上

で障害にならないような制度としても作

る必要があると思う。具体的には今後の

議論として福知山市としてはどういうも

のをどういう範囲で設計を目指していく

のかというところを示していただいて議

論を進めることが必要と思う。 

 

◇議論を聞いていると基本的にはやはり発

注者としての姿勢を示すという意義を第

一に考えているというように理解した。 

 

◇まとめるにあたって理念と目的を明確に

しておく必要がある。１つは公正な競争、

もう一つは適正な労働、どちらも共通す

るのは税金を使ってやる以上は市民に対

しても、やはり公正で透明な契約を結ん

でいますよということが明確に出ていな

いといけない。その結果地域の経済や市

民の暮らしにプラスに、役立つ、まとめ

たものなのですということがはっきりと

出たほうが良いのではという感じを持

つ。制度をまとめるにあたって理念と目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要綱なのか大綱なのかは別として、考え方を

まとめた理念はしっかりと謳い込んでいき

たいと思います。 
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的をきちんと押さえておく必要があると

思う。 

 

◇本当に問題がないかもう少し調べていた

だく必要がある。本当に特にないとする

ならば方向性としては可能な限り民間の

ところには介入しないというほうが望ま

しい。それが市民のためになると思うの

で自由度をなるべく縛らないような方向

性をまとめるほうが良いと思う。 

 

◇今まで要綱なり大綱なり作られていない

状況である。ただしそうした中でも国の

法律として労働基準法や労働契約法など

様々な法令があり、それらは守るのが当

然だということで、守らないことの方が

異常であると通常ではそう考える。発注

者の責任ということで姿勢を示すという

ことであるが、あえて作ることの意義と

いうものをどうやって示すか、ここが一

番大事だという気がする。そうでないと

ある人が見るとなぜ二重でそういうもの

を作るのかという話が当然出てくる。目

的というところにおいて、福知山市とし

て公契約に関わる要綱を新たに作る必要

があるのか、あるいは意義はあるのかと

いうことをきちんと示すことができる

か、そこが非常に大事だと思う。 

 

◇今回いろいろ議論が出た事を踏まえて次

回に持ち越したいと思う。 

 

 

 

 

ご意見をふまえて今後検討させていただき

ます。 

 

 


